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上海日本商工クラブ構成員及び賛助金規約 
 

 
  上海日本商工クラブ（以下本クラブと略称）定款第３条、第４条、第２３条に基づき、本クラ

ブ構成員の資格及び賛助金について、下記の通り定める。 

 

第一条 法人構成員 

１．法人構成員資格 

本クラブに参加する法人構成員は、 原則として下記経済、商工業等に関係する日系常駐機構

とする。 

（１） 日本国法人の上海支店及び駐在事務所 
（２） 日本人または日本国法人が投資し（間接投資を含む）、上海に住所を有する現地法人 

（３） 日本国政府関係機構 

 なお、構成員資格に疑義がある場合には理事会において判断する。 

 

２．法人構成員の賛助金 

法人構成員の賛助金については、新規賛助金、１口基本賛助金および賛助金口数の計算方法

を同一基準に統一し、次のとおりとする。 

    新規賛助金：５００人民元（新規加入時のみ対象となる、既存構成員は不要） 

      年間賛助金：１口につき２０００人民元 

    追加部会費：２つ以上の１部会につき５００人民元（１部会への所属の場合は不要） 

賛助金口数の計算方法は、下表のとおり毎年各年度の開始時点での「駐在日本人数」に

基づいて決定する。 

「駐在日本人数」は、日本国籍を所持している日本からの派遣者数で、現地採用者は            

除外する。 

年間賛助金の納付方法は、年１回の一括納付とし、年度初にご案内する。 

 

駐在日本人数 口    数 

０～１名 １ 

２名 ２ 

３～５名 ３ 

６～９名 ４ 

１０～１９名 ５ 

２０～２９名 ６ 

３０～３９名 ７ 

４０～４９名 ８ 

５０～５９名 ９ 

６０～６９名 １０ 

７０～７９名 １１ 

８０～８９名 １２ 

９０～９９名 １３ 

１００名以上 １４ 
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            新規加入者には、下記のとおり年間賛助金と新規賛助金を納付願う。 

            上半期に加入＝当該年度年間賛助金全額＋新規賛助金 

            下半期に加入＝当該年度年間賛助金半額＋新規賛助金 

     （但し、2006 年度については 4-6 月を上半期とみなす。） 

                例：「駐在日本人数」15 名の法人構成員で、６月に新規加入した場合。尚、2つ

の部会に所属希望。 

           ２０００元×5口＋５００元（新規賛助金）＋５００元（追加部会費）＝11,000 元 

 

第二条 個人構成員 

１．個人構成員資格 

本クラブに参加する個人構成員は、法人構成員以外に勤務し、かつ原則として上海市に居留

登録している日本国籍を有する者とする。 

 

２．個人構成員の賛助金 

個人構成員の賛助金については、次のとおりとする。 

新規賛助金：無し 

      年間賛助金：７００元 

    部会参加費：１部会につき５００人民元（部会所属を希望しない場合は不要） 

        年間賛助金の納付方法は、年１回の一括納付とし、年度初にご案内する。 

        新規加入者には、下記のとおり年間賛助金を納付願う。 

        上半期に入会＝当該年度年間賛助金全額 

        下半期に入会＝当該年度年間賛助金半額 

   （但し、2006 年度については 4-6 月を上半期とみなす。） 

 

第三条 特別構成員 

１．特別構成員資格 

特別構成員とは、本クラブの法人構成員または個人構成員に該当しないが、特別構成員

とし理事会に認定された者を言う。 

 

２．特別構成員の賛助金 

  特別構成員の賛助金については、個人構成員の賛助金に準じるものとする。 

 

第四条 参加及び脱退 

１．参加手続 

本クラブへの参加を希望する者（法人構成員、個人構成員、特別構成員を含む）は、本クラ

ブ事務局に対し書面による所定の申し込み手続を行い、かつ本規約に定める賛助金を納付後に、

理事会の承認を得て構成員となることができる。 
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２．脱退手続 

本クラブからの脱退を希望する構成員は、その旨を所定の書面により事務局へ届け出、同脱

退届けの事務局受領日年度迄の年度賛助金全額を完納の上、任意に本クラブを脱退することが

できる。 

 

第五条 構成員資格の喪失 

本クラブ構成員は、前条に基づく所定手続による場合、本邦への帰国を含む上海から離任す

る場合、または次の事項に該当した場合で理事会の除名決議による場合、本クラブ構成員の資

格を失うものとする。 

（１） 本クラブ構成員として中国の法律または本クラブの定款及び規約に違反し、もしくは

社会的道義を著しく損なうような行為があった場合。 

（２） 法人構成員は、破産、解散、営業停止、営業許可取り消し、法人資格の喪失等の状況

に該当する場合。 

（３） 個人構成員は、死亡、破産、成年被後見人、被保佐人となった場合。 

（４） 本クラブに対して賛助金を納付する意思表示があったにもかかわらず、その後原則と

して１ヶ月を過ぎても賛助金を納付しない場合。 

 

第六条 改正 

  本規約は、理事会の決議により改正できる。 

 

 

（2006 年 3 月 7日改正） 

（2011 年 7 月 21 日改正） 

 


